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大曲仙北広域における
ケアマネジメントの基本方針

尊厳の保持に配慮し、利用者の有する能力を適切に把握した上で
適切なサービスを総合的に組み合わせて支援することで
利用者ごとの自立した日常生活を実現していく

地域における質の高いケアマネジメントを推進する

第１

第２

個々の利用者への支援の低下
地域全体の介護力の低下

深刻な介護人材不足 ＝

当圏域において 少子高齢化に歯止めがかからない中で、
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という問題について 介護支援専門員がどう向き会うか、
利用者と地域福祉のマネジャー役として
限りある資源を上手に活用しながら業務を遂行することが求められている



尊厳の保持
… 高齢者等が自らの意思に基づいた生活を継続でき、本人の自己決定を尊重する

有する能力
… アセスメントにより利用者の心身の状況、置かれている環境及び本人の希望等を
適切に把握する

適切なサービス
… 保険給付の対象サービスのみならず、利用者の日常生活に関係する支援であれば
インフォーマルサービスとして積極的にプランに盛り込む

… 利用者の心身の状態を踏まえ、日々の生活について本人ができることを最大限に
活かした個別性重視のプランにする

自立した日常生活

当たり前のことを表記しているが、
ひとつひとつの語句の意味(重み)を考えてプランを作成してもらいたい

大曲仙北広域におけるケアマネジメントの基本方針（続き）
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尊厳の保持に配慮し、利用者の有する能力を適切に把握した上で
適切なサービスを総合的に組み合わせて支援することで
利用者ごとの自立した日常生活を実現していく

第１

留意点



• 介護予防‧日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第１号介護予防支援)の
実施及び介護予防手帳の活用について(平成27年6月5日老振発0605第1号)

• 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための
効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号) 第30条

• 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号) 第13条

※ 特定事業所加算を積極的に取得することを目指してもらいたい

具体的な実務については下記省令及び通知に準ずる

公正中立性の確保、中重度者や支援困難事例への適切な対応及び専門性の高い
人材の配置等により、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの
質の向上を牽引する
積極的に特定事業所加算を算定し経営の安定を図るとともに、当該加算取得事
業所である旨を広く周知し地域包括ケアシステムの深化‧推進を図る
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大曲仙北広域におけるケアマネジメントの基本方針（続き）

地域における質の高いケアマネジメントを推進する
第２

地域によって社会資源が異なるため、
地域特性を考慮した効果的なプランを作成してもらいたい

留意点



• ケアマネジメントにより 目指すべき方向を明確にするために、「実現したい自立支援」
という記述を「利用者ごとの自立した日常生活」と具体的な表現に変更

• 個別性が求められるのはサービスに限らず、利用者ごとのケアプランに対しても同様で
ある旨を明確化

• ケアプランは利用者の日常生活全般を支援するものであるため、保険給付対象サービス
のみならず、インフォーマルサービスについても積極的にプランに組込むことを明確化

• 特定事業所加算取得の重要性を明記

• 令和３年度の介護報酬改定‧運営基準改正に合わせて各々の変更内容に沿ったものとし、
また、表記を明確化したうえで利用者に応じたケアマネジメントの実現を目指すことを
方針に明記

• 前回の見直し後の内容を踏襲しつつ、表現を柔くする等文言の微修正

前回の見直しの内容

今回の見直しの趣旨‧内容

※ 基本方針の変更経緯等
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前回の見直しの趣旨

» 今後も介護保険の制度改正があった際には、その趣旨に則り修正していく



保険者として、ケアマネジメントに関する基本方針を、
介護支援専門員に対して伝えているか

(ア) 保険者として、ケアマネジメントに関する基本的な考え方について議論している
(イ) 基本方針をＨＰや書面等で広く周知している

加点要件と留意点

指標 II(1)①

(ウ) 基本方針を事業者連絡会議、研修又は集団指導等で対象を特定して周知している
(エ) 周知方法の効果検証を行っている

• 自立支援、重度化防止等に資することを目的としてケアマネジメントが行われるよう、市町村として
基本的な方針を介護支援専門員と共有していることが対象

• アについては、都道府県が策定したガイドラインや文書を利用している場合を含む
• ケアマネジメントに関する保険者の基本方針については、居宅介護支援のみならず、介護予防支援、
第１号介護予防支援を含む、ケアマネジメント全般を対象とする

• 基本方針とは、例えば、居宅介護支援で言えば、運営基準省令第１条の２(基本方針)や運営基準省令第
12条‧13条(指定居宅介護支援の基本的‧具体的取扱方針)等といった基本的な考え方に加えて、自立支援‧
重度化防止に資するケアマネジメントの提供を目的として 管内で統一して活用するツールがある場
合にはその内容や活用方法、特定事業所加算の重要性等を盛り込んだ内容を想定している

令和５年度保険者機能強化推進交付金の評価指数
（参考）
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